
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
二
年
政
令
第
五
十
六
号

婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
婦
人
相
談
所
の
所
長
）

第
一
条
　
婦
人
相
談
所
の
所
長
は
、
都
道
府
県
知
事
（
婦
人
相
談
所
を
設
置
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
で
あ
つ
て
婦
人
相
談
所
の
所
長
の
職
務
を
行
う
に
必
要
な
識
見
を
も
つ
て
い
る
も
の
の

う
ち
か
ら
任
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
婦
人
相
談
所
の
職
員
）

第
二
条
　
婦
人
相
談
所
に
は
、
判
定
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
、
相
談
及
び
調
査
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
並
び
に
婦
人
相
談

所
の
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
判
定
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
は
、
都
道
府
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
も
の
の
う
ち
か
ら
任
用
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
医
師
で
あ
つ
て
、
精
神
衛
生
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
も
の

二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三

百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
科
目
を

修
め
て
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者

３
　
相
談
及
び
調
査
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
は
、
社
会
福
祉
主
事
た
る
資
格
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
任
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
が
負
担
す
る
費
用
の
範
囲
）

第
三
条
　
売
春
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
法
第
三
十
八

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
の
範
囲
は
、
婦
人
相
談
所
（
要
保
護
女
子
を
一
時
保
護
す
る
施
設
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
の
運
営
に
要
す
る
費
用
（
次
項
各
号
、
第
三
項
及
び
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
と
す

る
。

２
　
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
費
用
の
範
囲

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
時
保
護
の
実
施
に
要
す
る
費
用
（
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）

二
　
一
時
保
護
の
実
施
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費
用
（
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）

３
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二

十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
よ
り
国
が
負
担
す
る
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
掲
げ
る
費
用
の
範
囲
は
、
同
法
第
三
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
三
条
第
三
項
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
婦
人
相
談
所
の
運
営
に
要
す
る
費
用
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
と
す
る
。

４
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が

負
担
す
る
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

掲
げ
る
費
用
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
婦
人
相
談
所
が
行
う
一
時
保
護
（
同
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
実
施
に
要
す
る
費
用

二
　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
婦
人
相
談
所
が
行
う
一
時
保
護
の
実
施
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費
用

（
費
用
の
算
定
基
準
）

第
四
条
　
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
費
用
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
職
員
の
旅
費
、
備
品
費
、
消
耗
品
費
等

の
額
を
合
計
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
の
費
用
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
地
域
差
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
被
収

容
者
一
人
一
日
当
た
り
の
飲
食
物
費
、
被
服
費
、
保
健
衛
生
費
等
の
合
計
額
に
被
収
容
者
の
延
べ
人
員
を
乗
じ
て

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
第
二
号
の
費
用
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
地
域
差
、
被
収
容
者
の
延
べ
人
員
等

を
考
慮
し
て
定
め
る
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
並
び
に
庁
費
等
の
額
を
合
計
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
七
月
一
八
日
政
令
第
二
二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
一
八
日
政
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
精
神
衛
生
法
施
行
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
婦
人
相

談
所
等
に
関
す
る
政
令
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
補
助
又
は
負
担

（
昭
和
五
十
九
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
務
の
実
施
に
よ
り
昭
和
六
十
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国

の
補
助
又
は
負
担
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
九
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
務
の
実
施
に
よ

り
昭
和
六
十
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
の
補
助
又
は
負
担
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
保
健
法
施
行
令
第
九
条
及
び

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
度
以
降
の
年
度

の
予
算
に
係
る
国
の
補
助
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
八
日
政
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
政
令
第
一
九
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
十
五
条
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
身
体
障

害
者
福
祉
法
施
行
令
第
三
十
条
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令
第
四
条
第
一

項
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
第
十
二
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
老
人
福
祉
法
施
行
令
第
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
又
は
都
道

府
県
の
負
担
（
平
成
十
四
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
業
の
実
施
に
よ
り
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出

さ
れ
る
国
又
は
都
道
府
県
の
負
担
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
業

の
実
施
に
よ
り
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
又
は
都
道
府
県
の
負
担
及
び
平
成
十
四
年
度
以
前

の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
又
は
都
道
府
県
の
負
担
で
平
成
十
五
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
政
令
第
三
七
〇
号
）

1



こ
の
政
令
は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
政
令
第
一
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
及
び
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
規
定
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算

に
係
る
国
の
負
担
（
平
成
十
六
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
務
又
は
事
業
の
実
施
に
よ
り
平
成
十
七
年
度
以
降

の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
の
負
担
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
六
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
務

又
は
事
業
の
実
施
に
よ
り
平
成
十
七
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

第
七
条
　
一
部
改
正
法
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
一
部
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
旧
婦
人
相
談
所
政
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項

か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧

婦
人
相
談
所
政
令
附
則
第
二
項
中
「
法
附
則
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に

伴
う
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
一
部
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
一
部
改
正
法
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
（
以
下
「
旧
売
春
防
止
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
項
」
と
、
旧
婦
人
相
談
所
政

令
附
則
第
三
項
中
「
法
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
旧
売
春
防
止
法
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
」

と
、
旧
婦
人
相
談
所
政
令
附
則
第
六
項
中
「
法
附
則
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
一
部
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
売
春
防
止
法
附
則
第
十
二
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
二
二
日
政
令
第
三
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
三
五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前

の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
等

の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定

に
よ
り
さ
れ
て
い
る
承
認
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）

で
、
施
行
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
施
行

日
以
後
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

２
　
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ

れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
都
道
府
県
の
機
関
に
対
し
報
告
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
で
、
施
行
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改

正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出
そ
の
他
の

手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
政
令
に
よ

る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
日
政
令
第
二
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
九
日
政
令
第
八
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
）

２
　
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
五
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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